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令和７年度【令和6年(2024年)分】　　   申告書の提出について市民税
県民税

あなたの令和６年1月1日から12月31日までの収入に対する申告です。
令和７年度【令和６年（2024年）中の所得】

その際は、

令和７年（2025年）１月１日現在、本市に住所がある方で令和６年（2024年）中の

国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は同一生計配
偶者の適用を受けようとする場合は、親族関係書類と送金関係書類等

令和５年（2023年）

※所得税の定額減税の計算のため確定申告が必要な場合が
　あります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

定額減税に関する
情報はこちらから

国税庁ホームページ
定額減税特設サイト

令和７年度【令和６年(2024年)分】
※会場への入場・番号札の配布は、午前8時半からを予定していますが、状況によっては早めに受付を開始することもありますので、
　ご了承ください。
※各会場の午前中に受け付ける定員数は80名となります。定員数を超えた場合は、午後からの受付となります。

※［１］及び［２］の扶養親族は年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ります。

令和６年（2024年）

R2

令和７年（2025年）

令和６年（2024年）
令和６年（2024年）

令和６年（2024年）

R6

令和６年（2024年）

◎市民税・県民税・森林環境税

会場：【中央区、西区、南区、北区の方】熊本城ホール　１階　展示ホール／【東区の方】熊本東税務署　１階
開設期間：２月17日（月）から３月17日（月）まで　（土日祝日を除きます。ただし、３月２日（日）は開設します。）
受付時間：午前９時から午後４時まで　（入場整理券の配付がなくなり次第、受付を終了する場合があります。）
※確定申告に関する詳細については国税庁HP（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

税務署が設ける確定申告相談会場について

2月  3日（月）
2月  4日（火）
2月  5日（水）
2月  6日（木）
2月  7日（金）
2月10日（月）
2月12日（水）
2月13日（木）
2月14日（金）

城東、壺川
碩台、五福
向山、出水
砂取、出水南
白川、大江、託麻原
白山、本荘
春竹、一新
慶徳、帯山
帯山西、黒髪

3月10日（月）
3月11日（火）
3月12日（水）
3月13日（木）
3月14日（金）

尾ノ上、桜木
託麻西、月出、山ノ内、秋津
託麻東、託麻北、東町、画図
西原、健軍東、託麻南、健軍、桜木東
長嶺、若葉、泉ヶ丘

3月  3日（月）
3月  4日（火）
3月  5日（水）
3月  6日（木）
3月  7日（金）

古町、高橋、中島
城西、小島、白坪
河内、芳野
城山、花園
池田、池上、春日

区

区
央
中

区
東

区
西

×
×

○

会　場

熊本市役所
2階市民税課窓口

東部公民館
2階大ホール

西部公民館
大ホール

午前8時半～11時半
午後1時～5時15分

午前9時半～11時
午後1時～3時半

午前9時半～11時
午後1時～3時半

対象校区（地区） 期　日 受付時間確定
申告 区 会　場 対象校区（地区） 期　日 受付時間確定

申告
2月17日（月）
2月18日（火）
2月19日（水）
2月20日（木）
2月21日（金）
2月25日（火）
2月26日（水）

2月27日（木）

2月28日（金）

3月  3日（月）

    3月  4日（火）

  3月  5日（水）

日吉、日吉東
川尻、城南
力合、力合西
田迎、田迎西
田迎南、御幸
銭塘、川口、奥古閑、中緑
飽田西、飽田南、飽田東
塚原、東阿高、東阿高団地、鰐瀬、旭が丘団地、
土鹿野、舞原、陳内、丹生宮、島田、才木
永、千原、蓍町、本町、栄町、萱木、坂本、平野、
今、吉野、碇、高、沈目、藤山、南藤山、尾窪
さんさん、下宮地、城南団地、一ノ町、二ノ町、
金屋町、築地、六田、赤見、上宮地、中宮地、
出水、阿高、旭町
御船手、杉島、鳥場、小岩瀬、菰江、莎崎、
国町、清藤、上杉、釈迦堂、大町
硴江、西田尻、古閑、新、田尻、南田尻、
木原、平原、榎津、廻江、志々水

区
南

区
北

○

○

富合公民館
研修室

（アスパル富合）

植木文化センター
2階多目的ホール
（北区役所東隣）

※市民税・県民税申告についてのお問い合わせは各会場や各区税務室
　では、お答えできませんのでご注意ください。

午前9時半～11時
午後1時～3時半

1月27日（月）
1月28日（火）
1月29日（水）
1月30日（木）
1月31日（金）
2月  3日（月）
2月  4日（火）
2月  5日（水）
2月  6日（木）
2月  7日（金）
2月10日（月）
2月12日（水）
2月13日（木）
2月14日（金）

西里、北部東
川上
楡木、武蔵
龍田、龍田西、楠、弓削
清水
麻生田、城北、高平台
植木
吉松
田底
田原
山本
山東
菱形、大和
桜井

午前9時半～11時
午後1時～3時半

○会場内の人数制限により、受付後会場外でお待ちいただく場合があります。
○上記各区の申告期間は、各申告会場に市民税課職員が出向するため、市民税課・各区役所税務
　室窓口での受付・相談はご遠慮ください。上記の各会場で申告・相談をお願いします。
○交通事情等により、指定の会場及び期日での申告が困難な方は、他区の会場及び校区日でも
　申告できます。ただし、中央区、東区の会場では確定申告の受付ができませんのでご注意くだ
　さい。
○駐車場には限りがあり、大変混雑しますので公共交通機関をご利用ください。
○医療費控除や収支内訳の計算は相当時間がかかります。領収証などの合計は、事前に計算して
　お越しください。

※表中「確定申告」の欄に「×」の付いた会場では、確定申告の受付はできません。
※例年、午前中は大変混み合います。14 時以降にお越しくださいますと比較的待たずに受付ができる
　場合があります。
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令和7年度【令和6年（2024年）分】市民税・県民税申告書（提出用）छႨીෳĪښī
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ହāᇆ ૅပইშ ૅāပāߗ

ઔ
Īখఱ༃ࣸī

（非課税年金は裏面のキ通信欄にご記入ください。）
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公的年金等 キ  โ ༃ ࣸ ຑ  த ７
業　務 ク ８

そ　の　他
( 個人年金等 ) ケ ９
雑所得の合計　　　　　　　　　　７＋８＋９ 10
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営 業 等 ア １
農 業 イ ２
不 動 産 ウ ３
利 子 エ ４
配 当 オ ５
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総合
譲渡

短 期 コ
長 期 サ

一　　時 シ
総合課税の譲渡・一時 コ　＋　｛（サ＋シ）　×　1/2｝ 11
所 得 金 額 の 合 計 　　　　 ６ ＋ １ ０ ＋ １ ＋ ２ ＋ ３ ＋ ４ ＋ ５ ＋ １ １ 12
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① 雑 損 控 除
ഹ ޮ ঈ ۚ ഹ ޮ ༃ ॢ 

ā ༃ ā ā ॢ ā ā  ā

ഹޮɬିȫȹદɈହᇆ ഹ ޮ ࣸ ߗ ။ঃࣸɄɃɁၒ塡ȯɦɥࣸߗ ੇۜഹߗɈȠȻޮ࠲ᇦૅࣸɈࣸߗ

23

ູ ᇉ ૅပȽȹࣸߗĪູᇉɈ௲ਗɉູฤۇᄞ࿚ਈྣɈəī ၒ 塡 ȯ ɦ ɥ ࣸ ߗ ஒຶࣸߗɄɃɈ 6œȥ 10 ܟɈவɄȞၫĪູᇉɈ௲ਗɉ 12,000 īܟ

24Š

③社会保険料控除
ਡ მ ० য় ။ ঃ ᆧ ষࡖᇖଞۇᆫ။ঃᆧ ਡ მ ༃ ࣸ ။ ঃ ᆧ ގ ী ။ ঃ ᆧ ȷ Ɉ ഼ Ɉ ။ ঃ ᆧ

13

④小規模企業共済等掛金控除 Ɉହᇆࣸߙ ૅပࣸߙ Ɉହᇆࣸߙ ૅပࣸߙ 14

⑤生命保険料控除
ఛ౺ჩ။ঃᆧɈोā ఛখఱ༃ࣸ။ঃᆧɈोā ᆫ။ঃᆧɈोۇীގ

ჩ။ঃᆧɈोā౺ࢤ খఱ༃ࣸ။ঃᆧɈोࢤ

⑥地震保険料控除 ණర။ঃᆧɈो ഹޮ။ঃᆧɈोࡖෳࢤ

⑦本人該当控除
（該当するものにチェック及び○を
付けてください。）
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⑧ 配偶者控除・
配偶者特別控除・
同一生計配偶者
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給与・公的年金等に係る所得以外（令和 7 年 4 月 1 日において 65 歳未満の方は給与所得以外）の市民税・県民税の納税方法 Šࢣᅇȥɣੇ Ī်ູۜେīāāŠယɁ༐Īฆେī
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【委任】この書面の提出及びこの書面の提出に係る個人番号の提供に関する権限について、以下の者に委任します。

令和　　　年　　月　　日　　　 委任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　受任者の連絡先　　　　　　　　　　　　

［受任者］  氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　  住所
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② 医 療 費 控 除
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※昨年中に所得がなかった場合は、裏面のキ通信欄にご記入ください。

なお、証明書に「新」「旧」の記載がありますのでご確認ください。

適　用　条　件（以下すべての条件に該当する場合）

※同居・別居欄で別居に該当する場合は裏面ウ扶養
　控除追加記入欄にも記入します。

配偶者控除は昨年の合計所得金額が48万円以下
の場合でかつ事業専従者でない場合適用できま
す。配偶者特別控除は合計所得金額が48万円を超
え133万円以下の場合でかつ事業専従者でない場
合に適用されます。（なお、納税義務者の合計所得
金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除も
配偶者特別控除ともに適用はありませんが、非課
税限度額の算定等の扶養親族として申告される場
合は、同一生計配偶者欄へ　  を記入します。）
・一般の配偶者…昭和30年1月2日以降生まれ
・老人配偶者…昭和30年1月1日以前生まれ

※令和７年 （2025 年）
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平成14年1月2日～平成18年1月1日
昭和30年

平成21年

昭和35年

昭和35年

・夫と離婚後、婚姻をしておらず子以外の扶養親族（合計所得金額48万円以下）がいる場合、もしくは夫と死別後、婚姻をしていない場合
・合計所得金額が500万円以下の場合
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合

日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。


